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今週のキーワード 企業統治指針には「独立性が高い社外取締役を 2 人以上選ぶように促す」ことなどが

盛りこまれている。企業は指針に沿った体制整備が求められ、指針を実施しない場合

はその理由を説明しなければならない。企業の持続的な成長と中長期的な企業価値の

向上を図るためには、株主だけでなく従業員や地域社会など様々なステークホルダー

（利害関係者）との適切な協働が不可欠である、とする。そのためには経営戦略・課

題やリスクに係る情報等の「非財務情報」の開示も（基本原則 3）と示した。 

企業統治指針 

※配信先の変更、配信停止のご希望はお手数ですが Tel.03-3216-2004 または info@knowsi-land.jp までご連絡ください。 

選定療養費は医療費控除の対象か？
個別事情を検討して判断することに 

 

選定療養費とは、「初期の治療は地域の医院・診

療所などで、高度・専門医療は病院（200床以上）

で行なう」という、医療機関の機能分担の推進を目

的として厚生労働省により制定された制度。例え

ば、他の保険医療機関等からの紹介状を持たないで

直接来院された人は、選定療養費として、初診に係

る費用を一定額支払わなければならない。 

主な選定療養には、いわゆる差額ベッド代や歯科

の金属材料差額、200床以上の病院の初診、一定期

間後の再診などがある。紹介状がない場合の大病院

の初診や差額ベッド代、時間外診療などは、健康保

険法における「選定療養」とされているようだ。

そこで、この選定療養費は医療費控除の対象にな

るのかどうかという疑問が生じる。 

例えば、頭痛がして大学病院でＭＲＩ検査を受け

るなど、医師による診察等を受けるために支払う選

定療養費は、費用として医療費控除の対象になる。

医療費控除の対象となる医療費は、「診療又は治療

等の対価のうち通常必要であると認められるもの」

とされている。選定療養費とされるものの中にはこ

れに該当しないものも含まれる可能性があるので、

個別の事情を検討して判断する必要がある。 

なお、病院で紹介状を作成してもらった費用は、

紹介先医療機関での治療に必要な費用であること、

厚生労働省が規定する診療情報提供料に該当する

ことなどを理由として医療費控除の対象になると

判断されている。 

4人に1人、社外取締役7,270人       
複数選任求める「企業統治指針」 
 

2015年8月は、当時の日本経済新聞の見出しを

借りると「東芝、社外取締役を4人から7人に」と

いった新たな「企業統治指針（コーポレートガバ

ナンス・コード）」がスタートして3ヶ月が過ぎ

た時期で、「企業統治元年」ともいえるエポック

だった。同年6月に導入された企業統治指針は「経

営の監督役」として独立性の高い社外取締役の

「複数選任」を求めている。持ち合い株の保有や

買収防衛策を続けるには「合理的な理由」が必須

となった。オリンパスには3名の社外取締役がい

たが、10年以上も粉飾決算を続けてきた。会計不

正問題があった東芝では、問題後に三菱ケミカ

ル、アサヒビール、資生堂などの現職・元経営者

ら7人が社外取締役に加わっている。 

新たな「指針」から1年数ヶ月が経過した今年8

月現在、東証のデータによると上場企業の社外取

締役は7,270人を超え、取締役のうち4人に1人が

「社外」で選任されていることになる。社外取締

役を2人以上選任する企業は7割に達し、いうまで

もなく独立性の高い彼らの役割は「株主目線」で

経営の監視をする役目を負うことである。社外取

締役の選任ルールでは同業者の選任は禁止。地縁

や血縁、学閥（後輩や友人）となると馴れ合いは

避けられない。注目されるのは大学教授や元高級

官僚、弁護士だ。監督官庁好みではあるが経営の

プロではなく、人材不足・適性を危ぶむ声はなく

ならないのが現状である。 

税務会計 経   営 

発 展 を 目 指 す 企 業 家 の た め の 経 営 指 南 役 

Selected  C l ients  ＆  P ro fess iona ls  Relat ionship 


